
ひきこもり訪問支援業務委託事業者募集要領(公募型プロポーザル) 

 

１．目的 

この要領は、「ひきこもり訪問支援業務」を委託する事業者を選定するにあ

たり、その企画提案書の募集手続き等に必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

  ひきこもり訪問支援業務 

（２）業務内容 

  ひきこもり状態にある当事者およびその家族に対する訪問支援 

詳細は、ひきこもり訪問支援業務委託仕様書のとおり 

（３）契約方法 

契約の締結は、単価による契約とし、訪問１回あたりの金額に消費税及 

び地方消費税相当額を加算した金額をもって契約単価とする。 

訪問１回あたりの金額は、７，７００円（消費税及び地方消費税相当額 

  を含む）を上限とする。 

   訪問支援１回あたりの契約単価には、人件費、旅費、事前準備及び報告

に要する費用等すべて含むものとする。 

（４）契約期間 

  契約締結日～令和７年３月３１日 

 

３．参加資格 

次の要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

（２）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加

停止措置を受けていないこと。 

（３）会社更生法(平成 14年法律第 154号)第１７条の規定による更生手続開始

の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。（更生

手続き開始の決定を受けた者を除く。） 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225号）附則

第２条による廃止前の和議法（大正 11年法律第 72号）第１２条第１項の規

定による和議開始の申立てをしていない者であること。 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続き開始の申し

立てをしていない者又は申し立てをなされていない者であること。（再生計

画の認可の決定を受けた者を除く。） 

（６）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月

奈良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者で、営業種目大分類「Q



役務の提供」、中分類「７諸サービス」に令和６年３月１９日（火）までに

登録を完了している者であること。 

 

※ 新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所で資格審査の申請を

行ってください。 

  〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

  奈良県会計局総務課調達契約係（県庁主棟１階） 

  電話 ０７４２－２７－８９０８（ダイヤルイン） 

（７）本事業を実施する本店、支店又は営業所（以下、営業所等という。）が県

内にある、もしくは県外にあって県内在住者を雇用していること(派遣・ア

ルバイト可。予定含む。)。 

 

４．提出書類 

※提出書類はＡ４サイズで統一願います。ただし、団体のパンフレットや機

関紙(誌)等、添付する物は除きます。 

（１）参加資格申請の提出書類  各１部  

① 参加資格確認申請書（様式１の１） 

② 法人等団体概要（様式１の２） 

③ 誓約書（様式２の１、又は２の２） 

  ※入札参加資格審査が完了していない場合は（様式２の２）を提出 

④ 団体の規約、定款等の写し 

⑤ 直近１年間の事業報告（書式は自由） 

⑥ 営業所等が県外にある場合は、雇用している県内在住者の情報を記載  

した書類(様式は自由) 

⑦ 入札参加資格審査結果通知書（有効期間内のもの）の写し 

 

（２）企画提案の提出書類   

① 企画提案書（正本 1部：様式３-正、副本６部：様式３-副） 

② 提案書（様式４） 

③ 業務実績（様式５） 

④ 訪問１回あたりの金額の見積（様式６） 

提案書は、簡潔・明瞭に、かつ、取り組みの特徴やアピールポイントが 

わかるように記載してください。 

   また、企画提案書の正本にのみ事業者名を記載し、副本については、全

てのページにわたって事業者名が明らかにならないよう留意し、事業者名

がある場合は黒塗りにするなどして伏せて作成し、提出してください。 

 

５．各書類の提出 



※ 提出された書類等は返却いたしませんので、必ず控えを取っておいてくだ 

さい。 

（１）参加資格確認申請書の提出 

  ① 提出期限 

    令和６年３月５日（火）午後５時まで。 

ただし、競争入札参加資格審査が完了していない場合は、４．（１）⑦

については、令和６年３月１９日（火）午後５時まで。 

  ② 提出書類 

    ４．（１）①～⑦に掲げる書類 

  ③ 提出方法 

    持参または郵送（書留郵便に限る）による。 

    持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く午前９時から午後５時

まで。郵送の場合は、令和６年３月５日（火）午後５時までに必着。 

  ④ 提出先 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 県庁主棟１階 

       奈良県文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課 青少年係  

       ＴＥＬ：０７４２-２７-８６０８ ＦＡＸ：０７４２-２７-９５７４ 

  ⑤ 参加資格確認結果の通知 

    県は、参加資格確認申請書により資格確認した結果を書面により申請

者に通知します。 

（２）企画提案書の提出 

   ５．（１）⑤により参加資格者と確認された旨の通知を受けた者は、提出

期間内に必要書類を提出してください。 

  ① 提出期間 

    令和６年３月６日（水）から令和６年３月１９日（火）まで 

  ② 提出書類 

    ４．（２）①～④に掲げる書類 

  ③ 提出方法 

    持参または郵送（書留郵便に限る）による。 

    持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く午前９時から午後５時

まで。郵送の場合は令和６年３月１９日（火）午後５時までに必着。 

  ④ 提出先 

    ５．（１）④に同じ。 

（３）参加資格確認申請及び企画提案に関する質問書の提出 

※質問がなければ、提出は不要です。 

  ① 質問受付期限 

参加資格確認申請に関するもの：令和６年２月２９日（木）正午まで 

企画提案に関するもの：令和６年３月１２日（火）正午まで 

受付時間は、いずれの質問も土・日・祝日を除く午前９時から午後５



時まで、最終日は午前９時から正午までとする。 

  ② 質問方法 

様式７の質問票を使用し、FAXまたは電子メールにて送付してください。 

なお、質問票を送付される際には、到着確認のため必ず電話連絡をして

ください。 

  ③  提出先 

     ５．（１）④の FAX または e-mail（seisyo@office.pref.nara.lg.jp） 

  ④  質問に対する回答 

参加資格確認申請に関するもの：  

令和６年３月４日（月）を目途に、質問者あてに書面で回答します。 

企画提案に関するもの：  

令和６年３月１５日（金）を目途に、回答を青少年・社会活動推進課

ホームページで公開します。 

 

６．審査および結果の発表 

（１）委託事業者の選定方法 

   県が設置した評価委員会は、別紙「ひきこもり訪問支援業務に係る企画提

案書評価基準」に基づき審査および評価を行い、最も評価の高い一事業者を

委託事業者として選定します。 

   なお、最高点を獲得した提案者が複数存在する場合は、その中から委員長

が最も優れた提案者を選定し特定するものとします。ただし、すべての審査

基準について、各委員の評価点の合計が６割に満たない場合は、選定しませ

ん。 

  また、参加資格確認申請書の提出期限までに受理者の数が2者に達しない場

合は、募集内容又は発注方法を見直し、再度実施の方法を提示するものとします。

また、企画提案書の提出期限までに受理者の数が２者に満たない場合は、募集内

容又は発注方法を見直し、再度実施の方法を提示するものとします。 

 

（２）ヒアリングの実施 

   評価委員会は、企画提案書を審査するにあたり、提案者から企画提案内容

にかかるヒアリングを行います。提案者は下記により提案内容のプレゼンテ

ーションを行ってください。 

①  日程および場所 

   令和６年３月２８日（木）午前 

   奈良市登大路町３０  奈良県庁５階 第１会議室（大） 

詳細については提案者に対し改めて連絡します。 

 ② 留意事項 

   ヒアリング時間は質疑応答を含めて３０分程度を予定しています。 

   （プレゼンテーション１５分、質疑応答１５分） 



（３）審査結果の通知 

  審査の結果については、書面により提案者に通知します。 

（４）非選定理由の説明申請 

   ６.(１)の審査の結果、選定されなかった提案者は、その理由の説明を求

めることができるものとします。説明を希望する提案者は、非選定通知書

の通知日の翌日からから起算して５日（閉庁日を除く。）以内に、県へ書面

により提出しなければなりません。県はこれに対し、書面により回答する

ものとします。 

 

７．契約の締結 

審査の結果、委託事業者として選定された者と奈良県契約規則等に基づき、

双方協議の上、書面により業務委託契約を締結します。 

 

８．契約の解除 

契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、

契約を解除することがあります。 

（１）正当な理由なく、契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）受託者の責めに帰する理由により、委託期間内に業務を完了する見込み

がないことが明らかになったと認めるとき。 

（３）受託者が業務に応募できる資格がないことが判明したとき。 

（４）役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店

又は営業所（常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同

じ。）の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代

表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成三年法律第七十七号。以下「法」という。）第二条第六

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（５）暴力団（法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与しているとき。 

（６）役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目

的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用してい

るとき。 

（７）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与

しているとき。 

（８）（６）及び（７）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員

と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（９）本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下

請契約等」という。）に当たって、その相手方が上記（４）から（８）のい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 



（10）本契約に係る下請契約等に当たって、上記（４）から（８）のいずれか

に該当する者をその相手方としていた場合（上記（９）に該当する場合を除

く。）において、本県が本契約の相手方に対して下請契約の解除を求め、本

契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

（11）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたに

もかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかっ

たとき。 

 

９．その他企画提案にかかる留意事項 

（１）提案にかかる費用負担 

提出書類の作成、提出等に要する費用は提案者の負担とします。 

（２）提出書類の返却 

  提出されたすべての書類は返却しません。 

（３）提案者の失格 

   参加資格確認申請書を提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいず

れかに該当することが判明した場合は、以後の本件に関する手続きの参加

資格を失うものとします。 

① ３．に定めた参加者に必要な資格が備わっていないとき。 

② 複数の提案書を提出したとき。 

③ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適

合せず、その補正に応じないとき。 

④ 提出のあった提案書等において、契約上限額を超える見積を提案したと

き。 

⑤ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

⑥ 提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。 

⑦ その他不正な行為があったとき。 

（４）入札参加停止措置の取扱い 

提出書類を提出後、契約締結までの手続期間中に参加者が入札参加停止措

置の事由に至った場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うもの

とします。 

（５）辞退 

  提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに担当部署まで連絡する

とともに、書面にて辞退の届出をしてください。 

（６）再委託の禁止 

選定された委託事業者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請 

け負わせることはできません。 

 

１０．その他 

（１）本業務は、令和６年度奈良県予算の成立を前提とし、当該予算が成立し



ない場合は、この業務に係る募集及び契約を中止するものとします。 

（２）その他の定めのない事項については、地方自治法（昭和22年法律第67号）

その他関係法令並びに奈良県が制定する関係条例その他規則等に従うもの

とします。 

（３）参加資格確認申請、または、企画提案書の提出期限までに受理者の数が2

者に達しない場合は、募集内容又は発注方法を見直し、再公告しますので、ホー

ムページをご確認ください。 



別紙 

ひきこもり訪問支援業務に係る企画提案書評価基準 

 

評価項目 審査基準 配点 

業務の理解・知識 

（配点７０点） 

支援対象者（当事者・家族）への対応方針は適

切であるか。 
１５点 

ケースの状態（ひきこもり程度、当事者・家族

の年齢、関心・思考等）に応じた支援内容は適切

であるか。 

１５点 

訪問支援者へのサポート体制と資質向上に関

する取組はあるか。 
１５点 

関係機関との連携・サポート体制はあるか。 １０点 

訪問支援者の人員配置（資格、人数、経験年数）

は十分であるか。 
１５点 

業務遂行能力 

（配点２０点） 

奈良県内に事業所を有するか。 

県内に本店がある：５点 

 県内に支店又は営業所がある：４点 

上記以外で県内在住者を雇用している：３点 

 ５点 

ひきこもり支援及び訪問支援に関する活動実

績が本業務を遂行するにあたり十分であるか。 
１5点 

所要経費の妥当性 

（配点１０点） 

契約単価上限額と同額の見積価格を６点とし、

見積価格が契約上限額から一定率（２％）下がる

ごとに１点ずつ加点（上限１０点）。 

１０点 

 


